
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の

届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

中

川

清

孝

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
イ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

杉
山
と
し
か
ず
後
援

多
田
寛

杉
山
高
信

桜
井
市
大
字
戒
重
一

平
成
三
十
一
年
三

会

九
二
ー
一

月
一
日

中
山
義
英
後
援
会

浮
島
俊
明

中
山
和
美

北
葛
城
郡
河
合
町
大

平
成
三
十
一
年
三

字
佐
味
田
一
六
○
八

月
一
日

も
う
、
ほ
っ
と
か
れ

中
山
義
英

鳥
原
哲
也

北
葛
城
郡
河
合
町
大

平
成
三
十
一
年
三

へ
ん
河
合
町

字
佐
味
田
一
六
○
八

月
一
日

上
村
京
子
を
支
え
る

上
村
京
子

上
村
恵

生
駒
市
あ
す
か
野
北

平
成
三
十
一
年
三

会

一
ー
七
ー
四

月
四
日

福
山
と
み
お
後
援
会

福
山
臣
尾

辰
巳
正
一

磯
城
郡
川
西
町
大
字

平
成
三
十
一
年
三

唐
院
二
五
○

月
六
日

山
口
昭
夫
後
援
会

佐
藤
博

米
谷
徳
夫

生
駒
市
ひ
か
り
が
丘

平
成
三
十
一
年
三

二
ー
八
ー
三

月
六
日



大
垣
良
夫
後
援
会

大
垣
良
夫

大
垣
良
夫

大
和
郡
山
市
今
国
府

平
成
三
十
一
年
三

町
四
○
五
ー
一

月
七
日

阪
口
保
後
援
会

阪
口
保

阪
口
治
江

生
駒
市
あ
す
か
野
北

平
成
三
十
一
年
三

三
ー
一
ー
三

月
十
一
日

松
井
宏
至
後
援
会

松
井
宏
至

松
井
清
子

磯
城
郡
川
西
町
大
字

平
成
三
十
一
年
三

保
田
六
一

月
十
一
日

土
田
敏
朗
後
援
会

西
上
裕
大

谷
健
兒

奈
良
市
南
京
終
町
七

平
成
三
十
一
年
三

四
四
ー
一

月
十
九
日

中
川
や
す
ひ
ろ
後
援

宮
﨑
亮

竹
中
康
朗

生
駒
郡
斑
鳩
町

田

平
成
三
十
一
年
三

会

三
ー
六
ー
二
六

月
二
十
二
日

奈
良
の
未
来
政
策
研

千
木
良
隆
寿

木
瀬
治
和

奈
良
市
大
宮
町
四
ー

平
成
三
十
一
年
三

究
会

二
八
六
ー
一

月
二
十
八
日
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